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組組合事務務務局

● 流事業協山梨物流 協同組合●

設立／昭和9年1月20日
所在地／山梨県山梨市一町田中183
理事長／古屋光二　
組合員数／10人　職員数／2人
出資金／46,000千円
TEL／0553-22-7114　
FAX／0553-22-3109

　
　
組
合
の
活
動
は
？

　
貨
物
運
送
取
扱
事
業
を
中
心
に
共
同
配
送
並
び
に
共

同
保
管
の
た
め
の
倉
庫
管
理
や
事
業
用
車
両
に
供
給
す

る
自
家
用
給
油
所
の
設
置
、
金
融
事
業
、
損
害
保
険
代
理

業
務
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
組
合
員
同
士
の
交
流

の
機
会
と
し
て
の
親
睦
旅
行
や
毎
月
、
定
例
理
事
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

　
　
事
務
局
で
は
ど
ん
な
仕
事
を

　
　
し
て
い
ま
す
か
？

　
倉
庫
の
管
理
や
自
賠
責
の
発
行
、
共
同
販
売
に
係
る

事
務
処
理
及
び
燃
料
、
タ
イ
ヤ
、
オ
イ
ル
、
ラ
ッ
プ
等
の

商
品
の
受
注
、
販
売
や
一
般
貨
物
の
車
両
配
車
な
ど
が

あ
り
、
一
般
貨
物
で
は
、
軽
油
高
騰
な
ど
で
コ
ス
ト
が
か

さ
む
中
、
組
合
員
か
ら
の
要
望
で
、
運
賃
に
見
合
っ
た
仕

事
の
配
車
に
気
配
り
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
年
の
4

月
か
ら
組
合
の
業
務
内
容
な
ど
を
載
せ
た
組
合
員
向
け

の
冊
子「
組
合
だ
よ
り
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　
　
事
務
局
と
し
て
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
？

　
無
駄
な
燃
料
消
費
を
抑
え
、
少
し
で
も
経
費
を
削
減

さ
せ
る
た
め
、
運
転
す
る
際
は
、
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ

プ
や
経
済
的
な
速
度
で
の
走
行
な
ど
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
を

す
る
よ
う
組
合
員
に
呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
受
注

や
販
売
は
、
笑
顔
で
相
手
に
応
対
し
、
安
く
て
安
全
な
商

品
を
迅
速
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。

　
　
事
務
局
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
？

　
原
油
高
騰
に
よ
る
軽
油
価
格
の
上
昇
が
運
賃
に
転
嫁

で
き
な
い
た
め
収
益
を
圧
迫
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
ま

た
、
環
境
・
安
全
規
制
に
係
る
装
置
購
入
の
コ
ス
ト
が
発

生
す
る
な
ど
、
引
き
続
き
厳
し
い
運
営
が
続
く
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
　
趣
味
は
？

（
平
山
）
‥
登
山
が
趣
味
で
す
。
最
近
は
忙
し
く
登
る
機

会
は
減
り
ま
し
た
が
、
近
い
う
ち
に
鳳
凰
三
山
を
縦
走

し
た
い
で
す
。

（
折
橋
）
‥
月
2
回
程
度
、
山
菜
採
り
を
し
て
い
ま
す
。
早

朝
の
山
中
は
空
気
が
澄
み
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
効
果
も
あ

り
ま
す
。

　
　
最
後
に
ひ
と
こ
と

　
燃
料
の
高
騰
や
運
賃
低
下
、
軽
油
引
取
暫
定
税
率
の

７
円
80
銭
の
撤
廃
な
ど
、
喫
緊
の
課
題
が
山
積
し
て
い

ま
す
が
、
環
境
問
題
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
地
球
温
暖
化
が
深
刻
な
問
題
と
な
る
中
、
運
送
業

界
が
環
境
保
全
と
い
う
大
き
な
使
命
を
果
た
す
に
は
、

組
合
員
一
人
ひ
と
り
の
環
境
に
配
慮
し
た
運
転
に
加
え
、

C
O
２

の
削
減
効
率
か
ら
バ
イ
オ
燃
料
も
視
野
に
入
れ

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

原油価格高騰により軽油の価格が上昇しているが、
山梨物流事業協同組合では自家用給油所を設置し、
組合員の要望に応えるため

。他の給油所より安い価格で提供するよう努力を重ねている。
今回は、事務局のお二人にお話を伺いました。

事務局 山三津枝：平山局： さん枝
　　　  　 橋義雄折橋 折 さん

減価償却の制度について、
その概要を教えて下さい。

●減価償却制度の概要について
　建物、車両などの有形固定資産、特許権、
実用新案権などの無形固定資産は、使用及
　び時の経過によって、その価値が下がる
のが普通です。

　この価値の減少分を見積り、決算時において、固定
資産の帳簿価格から差し引いて、　損費に計上してい
く方法を、減価償却といい、価値減少分を減価償却費
といいます。

●範囲及び要件等について
　減価償却についての適用要件をまとめると、右記の
とおりです。

〈留意点について〉
★減価償却費を計上するか否かは、その法人の任意です。つまり、法人が計上した減価償却費のうち、償却限
度額までの損金算入額を認めるというものです。

★損金算入の要件は、確定した決算において損金経理が必要とされいます。したがって、申告書において減算
はできませんので留意して下さい。

★損金経理により減価償却費として計上した金額が償却限度額を超える場合は、「減価償却限度額」に相当す
る金額について、申告調整（加算）が必要となります。

減価償却資産の範囲は政令で定められていますが、事業の用に供
していないもの、時の経過により価値の減少しないものは、減価償
却資産となりません。

●償却費として損金経理した金額（「損金経理額」という）と、償却
限度額のいずれか少ない金額を損金の額に算入します。
●前期以前の償却超過額は、当期の償却不足額の範囲内で損金と
します。
●償却費として損金経理した金額や償却限度などを記載した明細
書を確定申告書に添付しなければなりません。

償却できる方法は、資産の種類に応じて限定されていますが、税務
署長承認によって特別な償却方法も認められます。

取得価格は、償却限度額計算の基礎とするべきものとして規定さ
れています。

●耐用年数、残存価格、償却可能限度額は法定されており、法人の
見積もりは許されません。
●耐用年数の短縮制度、中古資産の場合の一定ルールによる見積
り制度があります。

一定の資産をまとめて（グルーピング）償却限度額を計算します。

資本的支出は価値増加分、使用可能期間の延長分のことです。
修繕費との判定が実務上問題になります。

①減価償却資産
　の範囲

②損金算入額

③償却方法

④取得価格

⑤耐用年数等

⑥償却限度額

⑦資本的支出


